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はじめに

新年あけましておめでとうございます。1月号の「かけはし」をお届けします。

さて、本号では、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付に関する内容、公的年金等の源泉徴
収票の送付、口座振替勧奨及びクレジットカード納付の利用勧奨等について掲載しています。

障害年金講座では、診断書交付時のお願いその⑦についてお伝えしています。

ぜひ日々の業務にお役立てください。

引き続き、市区町村の皆様との「かけはし」となるよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。

■ 障害年金講座 ……………………………………………………………… p.30

■ 地域の独自情報 ……………………………………………………………… p.34

■ 編集後記 ……………………………………………………………… p.34
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■ はじめに …………………………………………………………………… p.1

■ 理事長の挨拶 …………………………………………………………………… p.2

■ 機構からの連絡 …………………………………………………………………… p.4
 各種取組事業のスケジュールについて

 令和６年分の「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を送付します

 令和６年分公的年金等の源泉徴収票を送付します

 口座振替及びクレジットカード納付の利用勧奨を行います

 国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）の発送について

 失業等を理由とする国民年金保険料免除・納付猶予及び学生納付特例の申請に係る事務取扱いの
一部改正について

 令和７年１月から「ねんきんネット」で電子申請できる手続きが増えました

 各届書等に必要な戸籍謄本等の添付が省略できるようになりました

 日本年金機構ホームページのサイト構成の変更

 市区町村国民年金事業功績厚生労働大臣表彰

 「わたしと年金」エッセイアニメーション動画を作成しました

 地域型年金委員制度のご案内



市区町村職員の皆様へ
～新年ご挨拶～

日本年金機構 理事長 大竹 和彦
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あけましておめでとうございます。
市区町村職員の皆様方におかれましては、幸多き新春をお迎えのことと

お慶び申し上げます。
また、皆様方には日頃より国民年金事業の円滑な推進に当たり格段のご

理解とご協力を賜り、心より厚く御礼を申し上げます。

はじめに、当機構の基幹業務である国民年金事業につきましては、地域
住民の皆様の相談窓口である市区町村におきまして、納付案内等きめ細や
かな対応を行っていただいたことにより安定的な運営がなされてきたとこ
ろです。その結果、国民年金保険料の令和５年度の現年度納付率は７７．
６％、最終納付率は８３.１％となり、現年度納付率は１２年連続、最終納
付率は１１年連続の上昇を達成しました。

これもひとえに、市区町村職員の皆様方のお力添えの賜物であります。
重ねて御礼申し上げます。

国民年金保険料の納付率は、国民の公的年金制度に対する「信頼のバロ
メーター」であると考えており、今後も、年齢、所得、未納月数等に応じ、
きめ細やかな対策を講じて納付率向上に努めていくとともに、それらの取
組に関する情報は市区町村職員の皆様とも適宜共有しながら進めてまいり
ます。

市区町村職員の皆様におかれましては、引き続き、地域住民の皆様に寄
り添った対応として、国民年金の加入手続及びその際の納付のご案内、ま
たは所得に応じた保険料免除等のご案内について、ご協力をお願いいたし
ます。

また、当機構では業務処理のオンライン化を推進しており、その一環と
して、市区町村や年金事務所に赴くことなく手続きができるよう、各種オ
ンラインサービスの拡充を順次進めてきたところです。

国民年金の分野では、国民年金の加入手続きや国民年金保険料の免除申
請・学生納付特例等について電子申請を開始しています。加えて、スマー
トフォンアプリを使用したキャッシュレス納付、インターネットによる口
座振替の申出等のサービスの拡充を進める他、納付書がなくてもねんきん
ネットで納付できるサービスを提供し、保険料を納めやすい環境づくりを
推進しております。
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年金相談の分野では、令和６年６月から老齢年金請求書の簡易な電子申
請を可能とし、令和７年１月からは新たに６５歳裁定請求書（ハガキ）、
受取機関変更届、年金生活者支援給付金TA請求書（ハガキ）を電子申請対
象に追加しました。

今後も、各種オンラインサービスの更なる拡充と利用促進を進め、お客
様の利便性の向上と市区町村及び 当機構の事務処理の効率化・正確性の確
保をより一層図ってまいります。

老齢年金請求書の請求件数につきましては、令和６年度・令和７年度で
は特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げの関係で、男女がそれ
ぞれ受給開始年齢を迎えることから低位で推移しますが、令和８年度には
男性の特別支給の老齢厚生年金にかかる支給開始年齢の引上げが完了する
ため、それ以降は再び増加する見込みです。

このような状況に備えるため、本年は安定的な窓口相談体制の構築に向
けた準備期間と位置付け、年金給付の正確性の確保及びお客様サービスの
向上に向けた取組を進めるとともに、市区町村の相談窓口における円滑な
対応に資するよう、本情報誌等を通じた更なる情報提供の充実に努めてま
いります。

改めて申し上げるまでもありませんが、国民年金制度を含む公的年金制
度の円滑な運営や、年金権確保をはじめとする地域住民の皆様のサービス
向上のためには、市区町村職員の皆様方と当機構が協力・連携を一層深め
つつ、協働して事業に当たることが必要不可欠であると考えております。

当機構の役職員一人ひとりが、 年金実務のプロとしての自覚・矜恃・気
概をもって、市区町村職員の皆様方とともに日々の職務に当たってまいり
たいと考えておりますので、今後ともご理解とご協力をお願い申し上げま
す。

結びに、本年が市区町村職員の皆様方にとって実り多い一年となります
よう祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。



【記号の区分】

■（定例）…毎年定例の実施分 ●（単発）…今回限りの単発実施分 ▲（新規）…新規の実施分
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平素より年金事業にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
日本年金機構において、令和７年1月から令和７年3月に実施を予定している取組事業や各

種発送物の送付時期につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
※ 変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

機構からの連絡

各種取組事業のスケジュールについて
（事業推進統括部）

令和７年 1月

令和７年 2月

■（定例）源泉徴収票の発送

■（定例）口座振替及びクレジットカード納付の利用勧奨の送付

■（定例）社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付

■（定例）源泉徴収額に変更があった者へ、年金振込通知書を送付

■（定例）国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）の送付

■（定例）年末収納対策用納付書の送付

令和７年 3月
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令和６年分の「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を送付します

（特定事業部・国民年金部）

「かけはし」第９１号でもお知らせしたとおり、令和６年分の社会保険料（国民年金保険

料）控除証明書を送付する予定です。（以下の表の②が対象者です。）

その他、控除証明書に関する情報は「かけはし」第９１号の3頁から10頁に掲載しています

のでご参照ください。

次ページ以降に令和７年2月送付分の様式を掲載しています。

＜控除証明書の送付対象者＞

所得税及び住民税の申告において、令和６年中に納付した国民年金保険料全額が社会保険料

控除の対象となります。

社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられてい

ますので、大切に保管するようお客様へのご案内をお願いします。

対象者 送付方法 送付時期

①
令和６年１月１日から令和６年9月30日
までの間に国民年金保険料を納付された
方

電子送付
（※１）

令和6年10月16日（水）
から10月下旬にかけて順次

郵送
令和6年10月25日（金）
から11月上旬にかけて順次

②

令和６年10月1日から令和６年12
月31日までの間に国民年金保険料
を納付された方
（①の対象者は除きます。）

電子送付
（※１）

令和７年1月29日（水）
から順次

郵送 令和７年２月７日（金）

※１ 令和7年1月28日（火）までに「ねんきんネット」で電子送付希望の登録を行った方

にはマイナポータルの「お知らせ」に電子データをお送りします。電子送付希望の登録

をした方には、郵送は行いません。

（１）「控除証明書相談チャット（24時間対応）」

日本年金機構ホームページに、 「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関する

お客様からの照会に対して、チャットの形式で自動的に応答するチャットボットを開設して

います 。

（２）「日本年金機構ホームページ」

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関する概要、よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

等について 、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）に掲載しています。

（３）「ねんきん加入者ダイヤル」

◆電話番号

（ナビダイヤル）０５７０－００３－００４

０５０から始まる電話の場合は、（東京）０３－６６３０－２５２５

◆受付時間

月～金曜日 午前８：３０～午後７：００ ／ 第２土曜日 午前９：３０～午後４：００

※土日・祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。

控除証明書に関するお問い合わせは下記（１）～（３）をご利用いただくことが

できます。お客様からお問い合わせがあった際はご案内ください。
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◆送付する控除証明書の様式（13月以上の前納者以外）
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【２月送付用】うら面

◆送付する控除証明書の様式（13月以上の前納者以外）
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和
7年

度
の

前
納

保
険

料
額

等
に

つ
い

て
は

、
令

和
7年

2月
下

旬
に

告
示

さ
れ

る
　

  予
定

で
す

。

2年
度

分
41

3,
88

0円
→

39
7,

29
0円

（
16

,5
90

円
割

引
）

1年
度

分
20

3,
76

0円
→

20
0,

14
0円

（
3,

62
0円

割
引

）

2年
度

分
41

3,
88

0円
→

39
8,

59
0円

（
15

,2
90

円
割

引
）

口
座

振
替

は
、

お
近

く
の

年
金

事
務

所
ま

た
は

口
座

を
お

持
ち

の
金

融
機

関
で

お
申

し
込

み
が

で
き

ま
す

。
ま

た
、

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
を

経
由

し
た

「
ね

ん
き

ん
ネ

ッ
ト

」
上

で
オ

ン
ラ

イ
ン

に
よ

る
口

座
振

替
申

出
の

手
続

き
が

で
き

ま
す

。
詳

し
く

は
日

本
年

金
機

構
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

ご
覧

い
た

だ
く

か
年

金
事

務
所

ま
で

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

納
付

書
※

2 (
ス

マ
ホ

納
付

含
む

)及
び

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

納
付

※
2　

バ
ー

コ
ー

ド
の

印
字

が
な

い
納

付
書

（
30

万
円

を
超

え
る

金
額

の
納

付
書

等
）

は
、

　
　

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

に
よ

る
お

支
払

い
及

び
ス

マ
ホ

納
付

が
ご

利
用

い
た

だ
け

ま
せ

ん
。

国
民
年
金
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

控
除
証
明
書
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

 矢
印

の
方

向
へ

ゆ
っ

く
り

は
が

し
て

ご
覧

く
だ

さ
い

。
（

水
に

濡
れ

て
い

る
場

合
は

、
よ

く
乾

か
し

て
か

ら
は

が
し

て
く

だ
さ

い
。

）

二
次

元
コ

ー
ド

05
70

-0
03

-0
04

３
.ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　
　

※
詳

し
く

は
日

本
年

金
機

構
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
　

  　
（

ht
tp

s:
//

w
w

w
.n

en
ki

n.
go

.jp
/t

ok
us

et
su

/
　

　
　

 d
en

sh
is

of
u_

ko
jin

.h
tm

l）

　
　

　
　

05
0か

ら
始

ま
る

電
話

で
お

か
け

に
な

る
場

合
は

 （
東
京
）

03
-6

63
0-

25
25

   
＜

受
付

時
間

＞
　

 月
～

金
曜

日
　

午
前

8：
30

～
午

後
7：

00
　

　
　

 第
2土

曜
日

　
 

 ・
「

ナ
ビ

ダ
イ

ヤ
ル

（
05

70
か

ら
始

ま
る

番
号

）
」

と
「

一
般

電
話

（
03

か
ら

始
ま

る
番

　
　

 号
）

」
は

、
通

話
料

金
が

か
か

り
ま

す
（

ナ
ビ

ダ
イ

ヤ
ル

は
通

話
料

定
額

プ
ラ

ン
対

象
外

　
　

 で
す

）
。

 ・
「

05
70

」
の

最
初

の
「

0」
を

省
略

し
た

り
、

市
外

局
番

を
付

け
て

間
違

い
電

話
に

な
っ

て
　

 い
る

ケ
ー

ス
が

発
生

し
て

い
ま

す
。

お
か

け
間

違
い

の
な

い
よ

う
ご

注
意

く
だ

さ
い

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

二
次

元
コ

ー
ド

   
＊

土
日

、
祝

日
（

第
２

土
曜

日
を

除
く

）
、

12
月

29
日

～
1月

3日
は

利
用

で
き

ま
せ

ん
。

午
前

9：
30

～
午

後
4：

00

e-
Ta

xで
簡
単
に
確
定
申
告
可
能
な
電
子
版
の
控
除
証
明
書

-環
境

に
優

し
い

ペ
ー

パ
ー

レ
ス

化
に

ご
協

力
く

だ
さ

い
-

１
.控
除
証
明
書
相
談
チ
ャ
ッ
ト
（

24
時
間
対
応
）

　
・

控
除

証
明

書
に

関
す

る
お

問
い

合
わ

せ
に

自
動

で
　

　
　

　
　

　
　

　
　

お
答

え
す

る
相

談
チ

ャ
ッ

ト
を

開
設

し
て

い
ま

す
。

　
・

右
の

二
次

元
コ

ー
ド

よ
り

ぜ
ひ

ご
利

用
く

だ
さ

い
。
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二
次

元
コ

ー
ド

２
.日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
・

控
除

証
明

書
相

談
チ

ャ
ッ

ト
以

外
に

も
、

日
本

年
金

機
構

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

、
以

下
を

掲
載

し
て

い
ま

す
。

　
　

　
　

①
控

除
証

明
書

の
見

方
   

   
  　

 ②
控

除
証

明
書

に
関

す
る

Q
&A

　
　

な
ど

　
・

右
の

二
次

元
コ

ー
ド

よ
り

ぜ
ひ

ご
利

用
く

だ
さ

い
。

　
　

（
ht

tp
s:

//
w

w
w

.n
en

ki
n.

go
.jp

/t
ok

us
et

su
/k

ou
jo

20
24

.h
tm

l）
二

次
元

コ
ー

ド
日

本
年

金
機

構
　

控
除

証
明

書
検

 索

　
　

・
添

付
す

べ
き

領
収

証
書

を
な

く
し

た
方

は
、

再
交

付
を

申
請

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
・

ね
ん

き
ん

ネ
ッ

ト
を

利
用

す
る

と
、

簡
単

に
申

請
が

で
き

ま
す

。
　

　
　

右
の

二
次

元
コ

ー
ド

よ
り

ぜ
ひ

ご
利

用
く

だ
さ

い
。

　
　

　
（

ht
tp

s:
//

w
w

w
.n

en
ki

n.
go

.jp
/n

_n
et

/）

ご
家
族
の
保
険
料
も
控
除
の
対
象
で
す
。

申
告
の
際
は
納
付
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

・
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
や

そ
の

他
の

親
族

の
負

担
す

べ
き

国
民

年
金

　
保

険
料

を
納

付
し

た
場

合
、

納
付

し
た

方
の

社
会

保
険

料
控

除
の

対
象

　
に

で
き

ま
す

。

・
国

民
年

金
保

険
料

に
つ

い
て

社
会

保
険

料
控

除
の

適
用

を
受

け
る

場
合

、
　

申
告

書
の

提
出

の
際

に
、

保
険

料
を

納
付

し
た

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
　

（
本

証
明

書
ま

た
は

領
収

証
書

）
の

添
付

等
が

義
務

付
け

ら
れ

て
い

ま
す

。

　
　

・
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

か
ら

ね
ん

き
ん

ネ
ッ

ト
を

利
用

し
、

電
子

送
付

の
希

望
　

　
　

登
録

を
行

う
こ

と
で

、
今

後
、

継
続

的
に

控
除

証
明

書
を

電
子

版
で

　
　

　
受

け
取

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
　

　
・

令
和

6年
分

の
電

子
版

を
受

け
取

り
た

い
場

合
は

、
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

か
ら

　
　

　
ね

ん
き

ん
ネ

ッ
ト

を
利

用
し

、
電

子
版

の
再

交
付

を
申

請
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

・電
子
版
を
受
け
取
る
に
は
、
登
録
が
必
要
で
す
。

再
交
付
（
紙
・
電
子
）
の
申
請
は
『
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
』
へ

※
令

和
7年

1月
1日

以
降

に
納

付
し

た
保

険
料

は
、

こ
の

控
除

証
明

書
で

は
　

な
く

、
翌

年
分

の
控

除
証

明
書

に
記

載
さ

れ
ま

す
。

7 January2025＜Vol.92＞



◆送付する控除証明書の様式（13月以上の前納者）
【２月送付用】おもて面

ご本人様控

  ①納付済額

宛先不明の場合の返送先

〒

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
被保険者氏名
基礎年金番号

納付状況の内訳

　納付済保険料の証明額

円

円

申告年分 証明額円
令和6年中（令和6年1月1日から令和6年12月31日まで）の納付済保険料額

円

社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書

被保険者氏名

証明日：令和7年1月1日
令和6年中の納付済保険料額

 各年に申告する場合の証明額

 歳入徴収官
 厚生労働省年金局事業管理課長

社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書

被保険者氏名

証明日：令和7年1月1日
令和6年中の納付済保険料額

 各年に申告する場合の証明額

 歳入徴収官
 厚生労働省年金局事業管理課長

  ②見込額 　納付が見込まれる保険料額 円

  ③合計額 　①納付済額＋②見込額
　（②見込額がある場合に表示） 円

社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書

被保険者氏名

証明日：令和7年1月1日
令和6年中の納付済保険料額

 各年に申告する場合の証明額

 歳入徴収官
 厚生労働省年金局事業管理課長

各年に分けて申告する場合の証明額

●「済」は令和6年中に納付した月を示しています。

社会保険料控除の申告の際は、 
ここから切り取ってご使用ください 。 

印 印 印

2502 1034 XXX

月
年

納付対象月

 ①納付済額 円

 ②見込額 円

 ③合計額 円

 ①納付済額 円

 ②見込額 円

 ③合計額 円

 申告年分 証明額
円

 申告年分 証明額
円

 申告年分 証明額
円

1    2    3 4    5    6 7    8    9 10   11   12

 ①納付済額 円

 ②見込額 円

 ③合計額 円

控除証明書に関するお問い合わせは
『控除証明書相談チャット（24時間対応）』へ
　
　控除証明書に関するお問い合わせに自動で　　　　　　　　　　　
　お答えする相談チャットを開設しています。
   右の二次元コードよりぜひご利用ください。

二次元

コード
　（https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/                        
   　chatbot.html）

8 January2025＜Vol.92＞



◆送付する控除証明書の様式（13月以上の前納者）
【２月送付用】うら面

●お問い合わせ
（１）日本年金機構ホームページ
　・控除証明書相談チャット以外にも、日本年金機構ホームページに、　　　
　　以下を掲載しています。
　　①控除証明書の見方                                                                     
　　②控除証明書に関するQ&A 

　・右の二次元コードよりぜひご利用ください。　　　　　　　　　　　　　
　  （https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/koujo2024.html）

（２）ねんきん加入者ダイヤル
　TEL：0570-003-004（ナビダイヤル）
　050から始まる電話でおかけになる場合は (東京)03-6630-2525
　＜受付時間＞ 月～金曜日　午前8:30～午後7:00　
　                   第2土曜日　
                   　＊土日、祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～1月3日は
                      　利用できません。

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書について
●国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。 ●申告の際は納付を証明する書類が必要です。

　・国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合、
　　申告書の提出の際に、保険料を納付したことを証明する書類
　　（本証明書または領収証書）の添付等が義務付けられています。

●前納した国民年金保険料の社会保険料控除
前納した国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下のどちらかを選択してください。

（1）全額を納付した年に控除（まとめて申告する場合）
　 本証明書の「令和6年中の納付済保険料額」（表面下部）に　

記載されている納付済額が証明額となります。
申告の際には、この欄に金額が記載されているすべての証明書
を添付等してください。

（2）各年分の保険料に相当する額を各年に控除（3年分に分けて申告する場合）
各年に分けて申告する場合、各年の控除額は下表の例のように算出され
ます。申告の際には、各年の控除対象額が記載された証明書１枚を切り
取って添付等してください。
(2)の方法で控除を受けた場合、(1)の方法に戻すことはできません。
また、令和7年に令和7年分と令和8年分をまとめて控除することも
できません。
※本証明書は、最大3年間使用しますので、大切に保管してください。［例］各年分の保険料に相当する額を各年に控除する場合

［注意事項］

●「①納付済額」は、
　令和6年1月1日から
　令和6年12月31日までに
　納付した保険料額です。

●「②見込額」は、「*********」
　と表示されます。

●「③合計額」は、「*********」
　と表示されます。

※　控除額を計算する過程で生じる端数は、1円未満を切り上げます（最終年を除く）。最終年の控除額は、残りの金額を控除額とします。

例2　納付書で17か月分（令和6年11月分から
　　  令和8年3月分）287,390円を前納した場合

例1　口座振替で24か月分（令和6年4月分から
  　　令和8年３月分）397,290円を前納した場合控除対象額

Ⓐ令和6年

Ⓑ令和7年

©令和8年

（令和6年4月から令和6年12月までの9か月分）
   397,290円×9か月／24か月＝148,984円

（令和6年11月から令和6年12月までの2か月分）
　287,390円×2か月／17か月＝33,811円

（令和7年1月から令和7年12月までの12か月分）
　397,290円×12か月／24か月＝198,645円

（令和7年1月から令和7年12月までの12か月分）
　287,390円×12か月／17か月＝202,864円

（令和8年1月から令和8年3月までの3か月分）
　397,290円 － Ⓐ － Ⓑ＝49,661円

（令和8年1月から令和8年3月までの3か月分）
　287,390円 －Ⓐ － Ⓑ ＝ 50,715円

●ご家族の保険料も控除の対象です。
　・生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき国民年金保険料
      を納付した場合、納付した方の社会保険料控除の対象にできます。

［注意事項］

●「①納付済額」は、
　令和6年1月1日から
　令和6年12月31日までに
　納付した保険料額です。

［注意事項］

●「①納付済額」は、
　令和6年1月1日から
　令和6年12月31日までに
　納付した保険料額です。

●「②見込額」は、「*********」
　と表示されます。

●「③合計額」は、「*********」
　と表示されます。

●「②見込額」は、「*********」
　と表示されます。

●「③合計額」は、「*********」
　と表示されます。

　・令和7年1月1日以降に納付した保険料は、この控除証明書
   　ではなく、翌年分の控除証明書に記載されます。

二次元

コード

二次元

コード

●e-Taxで簡単に確定申告可能な電子版の控除証明書が便利です。
　（環境に優しいペーパーレス化にご協力ください。）
　・マイナポータルからねんきんネットを利用し、電子送付の希望登録を
　　行うことで、今後、継続的に控除証明書を電子版で受け取ることが
　　できます。
　・令和6年分の電子版を受け取りたい場合は、マイナポータルからねん
　　きんネットを利用し、電子版の再交付申請を行ってください。
　・電子送付の登録を行うと、紙の郵送がなくなります。

　※詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
　　（https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshisofu_kojin.html）

●再交付（紙・電子）の申請は『ねんきんネット』へ
　・添付すべき領収証書をなくした方は、再交付申請を行ってください。
　・ねんきんネットを利用すると、簡単に申請ができますので、
　　右の二次元コードよりぜひご利用ください。
　　（https://www.nenkin.go.jp/n_net/） 二次元

コード
午前9:30～午後4:00
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令和６年分公的年金等の源泉徴収票を送付します

（特定事業部）

老齢・退職を支給事由とする年金を受給している方全員に、令和６年２月支払分から令和６

年12月支払分まで（令和７年１月に支払いがあった方は、１月支払分まで）の金額を記載し

た源泉徴収票をお送りします。

なお、令和６年中に定額減税が実施されたことから、対象となった方においては源泉徴収

票の摘要欄に定額減税の内訳を記載しています。

源泉徴収票（ハガキ）の様式イメージは、次々頁のとおりです。

令和６年中に定額減税が実施されたことに伴い、対象となった方の摘要欄に令和６年６月

支払分から令和６年１２月支払分まで（令和７年１月に支払いがあった方は、１月支払分ま

で）の定額減税の内訳を記載しています。定額減税の内訳の記載は以下のとおりとなります。

・「源泉徴収時所得税減税控除済額」

⇒定額減税額のうち、年金支払時に控除した額

・「控除外額（控除していない額）」

⇒定額減税額のうち、年金支払時に控除しきれなかった額

源泉徴収票の送付

所得税および復興特別所得税の課税対象ではない障害年金、遺族年金および年金生活者

支援給付金については、源泉徴収票は送付しません。！

◆源泉徴収票の記載内容

「ねんきんネット」（ https://www.nenkin.go.jp/n_net/）で、令和７年１月７日

（火）より源泉徴収票の内容確認することができます。こちらも併せてご案内ください。

◆ねんきんネットでの内容確認

○ハガキ

令和７年１月８日（水）～16日（木）にかけて順次発送します（郵便事情により、お手

元に届くまで８日程度かかる場合があります）。

なお、下記「電子送付」で、ねんきんネットで電子送付の希望登録を行っている方には、
郵送を行っておりません。

○電子送付

令和７年１月７日（火）～令和７年１月10日（金）にかけてマイナポータルの「お知ら

せ」に電子送付します。令和７年１月６日（月）までに電子送付希望の登録を行った方に

電子送付を行います。令和７年１月７日（火）以降に電子送付を希望する場合は、マイナ

ポータルからねんきんネットにログインし、再交付申請を行うことで、電子送付による受

け取りが可能です。

受け取った電子データを利用すると、e-Taxでの確定申告が簡単にできます。
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令和６年分の源泉徴収票の再交付については、令和７年１月６日（月）から可能となって

います。また、ねんきんネットからの再交付申請は、令和７年１月７日（火）から可能となっ

ています。オンラインや電話で、ご自宅から再交付申請ができますので、ぜひご案内ください。

◆ご不明な点がある場合

○源泉徴収票の見方・よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）等について

日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/gensen.html）

に掲載していますので、そちらをご案内ください。

○相談チャットについて

日本年金機構ホームページでは、源泉徴収票に関するよくあるお問い合わせに、自動で

お答えする相談チャットを令和６年12月27日（金）に更新しています。

24時間いつでも対応していますので、ぜひご案内ください。

ホームページや相談チャットをご覧いただいてもご不明な点がある場合には、ねんきんダ
イヤル（0570-05-1165）をご案内ください。

◆源泉徴収票の再交付

申請の窓口 再交付の形式 お手続き 再交付までの日数

オンライン
（ねんきんネット）

電子データ

マイナンバーカードを利用して、マ
イナポータルから「ねんきんネッ
ト」にログインし、「通知書の再交
付申請」において「電子送付」を選
択のうえ申請してください。

電子送付まで
3～5営業日

書面

「ねんきんネット」にログインし、
「通知書の再交付申請」において
「郵送」を選択のうえ申請してくだ
さい。

発送まで1週間程度

電話
（ねんきんダイヤル）

書面

基礎年金番号のわかるものをご用意
いただき、オペレーターに源泉徴収
票の再交付希望の旨をお伝えくださ
い。

発送まで2週間程度

※書面での発送先は、日本年金機構に登録されているご本人の住所となります。
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◆令和６年分源泉徴収票様式イメージ

支　払　金　額

差出人
〒168-8505
　東京都杉並区高井戸西
　３丁目５番２４号

他人あての郵便物が届いた場合は、

お手数ですが開封せず「誤配達」と記入し、

郵便ポストに投函してください。

源泉徴収票に関する大切なお知らせ

裏面からゆっくりていねいに開いてください。水に濡れている場合は、よく乾かしてから開いてください。

本　　　人 控除対象扶養親族の数 障害者の数
社会保険料の額

16歳未満の
扶養親族の数

非居住者
である
親族の数

人人

特別

人（　　人）

老人一般

人

　         【社会保険料の内訳】
　介護保険料額                       XXX,XXX円
　国民健康保険料 （税） 額             XXX,XXX円
　後期高齢者医療保険料額             XXX,XXX円
　         【定額減税の内訳】
　源泉徴収時所得税減税控除済額        40,000円
　控除外額（控除していない額）        20,000円

年金の種別

氏名

生年月日

源泉控除対象配偶者

の有無等特別
障害者

その他の
障害者

人 人 人

その他老人特定 その他

　円

源　泉　徴　収　税　額

住所また
は居所

（フリガナ）

源泉控除対象
配偶者

16歳未満の
扶養親族

控除対象
扶養親族

（フリガナ）

氏名

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

支払者　法人番号　6000012070001
東京都千代田区霞が関１丁目２番２号
官署支出官　厚生労働省年金局　事業企画課長

印
10ｍｍ

ひとり親 寡婦

円

円

円

円

（フリガナ）

氏名

（フリガナ）

氏名

（フリガナ）

氏名

（フリガナ）

氏名

（摘要）

②

源泉徴収票の見方（※）裏面もご参照ください

１．「支払金額」欄は、上記の年分としてお支払いした金額で、源泉徴収税額（所得税および復興特別所得税）と社会保険料を差し
　　引く前のものです。「支払金額」欄の金額と実際に受け取った金額は一致しない場合があります。
　　また、年金支払額等がさかのぼって訂正された場合（失業給付・高年齢雇用継続給付金を受給されている方等）は、訂正後の支
　　払金額を記載した源泉徴収票を令和７年２月以降に改めてお送りします。
２．「源泉徴収税額」欄は、年金から源泉徴収された所得税および復興特別所得税の総額であり、個人住民税および森林環境税は含
　　んでいません。
３．「支払金額」欄と「源泉徴収税額」欄の金額は、次のとおり区分しています。

４．「障害者の数」の「特別」欄のカッコ内には、同居特別障害者の方の人数を表示しています。
５．「社会保険料の額」欄の金額は、上記の年中に「支払金額」欄の金額から特別徴収された介護保険料額、国民健康保険料（税）
    額および後期高齢者医療保険料額の合計額を記載しています。

この源泉徴収票は、確定申告をする際に必要です。大切に保管してください。

区　　　分

円

円

円

円

所得税法第203条の3第1号・第4号適用分

所得税法第203条の3第2号・第5号適用分

所得税法第203条の3第3号・第6号適用分

所得税法第203条の3第7号適用分

確定申告書または住民税申告書を提出する際は、毎回、マイナンバーの記載および

マイナンバーカードなどの本人確認書類の提示またはその写しの添付が必要です。

開封前にもう一度あて名を

ご確認ください
お願い

上記第1号～第6号に該当しない方

退職年金（退職等年金給付）、経過的職域加算額（退職共済年金）を受けている方

65歳からの退職共済年金を受けている方

老齢基礎年金、老齢厚生年金、64歳までの特別支給の退職共済年金を受けている方所得税法第203条の3第1号・第4号適用分

所得税法第203条の3第2号・第5号適用分

所得税法第203条の3第3号・第6号適用分

所得税法第203条の3第7号適用分

【個人住民税および森林環境税】
　公的年金等から特別徴収された個人住民税および森林環境税は、所得税および復興特別所得税の控除対象とされていないため、
　記載していません。個人住民税額および森林環境税額については、お住まいの市（区）役所または町村役場にお問い合わせくだ
　さい。

【復興特別所得税】
　平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得は、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。（支払金
　額から社会保険料および各種控除を引いた額に対して5.1 05％を乗じて計算した額が、所得税および復興特別所得税として源泉
　徴収されます。）

料金後納

郵 便

親 展

定額減税の対象となった方の場合

・「源泉徴収時所得税減税控除済額」
　⇒年金支払時に控除した額
・「控除外額（控除していない額）」
　⇒年金支払時に控除しきれなかった額
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口座振替及びクレジットカード納付の利用勧奨を行います

（国民年金部）

現金で国民年金保険料を納付している方へ、口座振替及びクレジットカード納付の

利便性や前納制度による割引等を周知し、利用促進するための勧奨を行います。

対象者

発送日
令和7年1月下旬（予定）

発送物

 国民年金保険料口座振替納付申出書兼還付金振込方法申出書

 国民年金保険料クレジットカード納付申出書

 勧奨用リーフレット

（勧奨用リーフレットの例は、本誌14頁～15頁をご覧ください。）

 返信用封筒

※ 「口座振替納付申出書兼還付金振込方法申出書」及び「クレジットカード納付申出

書」は、被保険者の基礎年金番号、生年月日及び住所が印字されたものを送付しま

す。

※ 令和7年４月から2年分の保険料の前納（「2年前納（4⽉開始）」）を希望される

場合は、令和7年２月末（必着）までに申出書を提出する必要があります。

令和7年1月に、日本年金機構ホームページの「大切なお知らせ」に掲載予定です。

日本年金機構ホームページへの記載

留意事項

令和6年12月中旬の情報をもとに送付するため、すでに口座振替やクレジットカー

ド納付をお申込みいただいている方や、国民年金第１号被保険者ではなくなった方に

もお知らせが届く場合がありますので、ご留意願います。

口座振替納付及びクレジットカード納付を利用していない方のうち、下記のいずれか
の要件に該当する方（※）

1. 令和4年11月から令和6年9月分に未納がなく、令和6年10月分が前納により納付済
みの方

2. 直近3ヶ月（令和6年8月分から10月分）にのみ未納があり、令和6年10月分が未納
又は前納により納付済の方

※ 令和6年12月中旬に対象者を抽出しています。
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勧奨用リーフレット（おもて面）

支払方法
期間

保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額

　納付書（毎月払い） 16,980円 101,880円 203,760円 413,880円

　①口座振替前納 16,920円 60円 100,720円 1,160円 199,490円 4,270円 397,290円 16,590円

　②クレジット前納
　　納付書前納 101,050円 830円 200,140円 3,620円 398,590円 15,290円

1カ月 6カ月 1年 2年
4月～9月分、10月～翌年3月分 4月～翌年3月分 4月～翌々年3月分

1．金融機関等へ行く手間が省けます。
2．保険料の納め忘れがありません。
3．口座振替は前納割引で、さらにお得！

※クレジットカード納付は納付書と同額の割引が適用されます。

なんで便利でおトクなの？

口座振替・クレジットカードでの
納付が便利でおトク！ってご存じでしたか？

日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/

国民年金保険料を納付書で納めている方へ

ねんきん太郎
「ねんきんネット」マスコット

おすすめできる
ポイントがこんなに
あるんだね

※前納を2年にすると、1カ月分の保険料額（16,980円）と同程度の割引が受けられます。
※前納を希望する場合、いつでもお申し込みができ、振替(立替納付)開始時から年度末（又は翌年度末）までの保険料を

まとめて振替(立替納付)ができます。
※直近の4月から2年分の保険料の前納（開始）を希望される場合は、振替(納付)方法を「2年前納（4月開始）」に選択のうえ、

申出書を2月末までに日本年金機構に提出（必着）してください。

▼保険料額と前納割引額の目安 【令和６年度額】

での納付をご希望の方
②クレジットカード①口座振替

手続き方法

での納付をご希望の方

2501 1016 021

※お手続き完了後、口座振替をご希望の方は「国民年金保険料口座振替開始(変更)通知書」、クレジットカード納付をご希望の方は
「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)通知書」でお支払いの開始月、納付金額及び納付期間をお知らせします。

※イオン銀行及びGMOあおぞらネット銀行以外のインターネット専業銀行（ネット銀行）の口座では口座振替の利用はできません。

●オンラインで手続き
マイナポータルを経由し「ねんきんネット」上でオンライン
による口座振替申出の手続きができます。

●書面での手続き
同封の「国民年金保険料口座振替納付申出書兼還付金振込方
法申出書」に必要事項を記入の上、提出します。

申出書の記入や金融機関届出印の押印が不要で、ご自宅から
いつでも申出可能です。また、1カ月程度で振替を開始できま
すので、オンラインでのお申し込みをぜひ ご利用ください。
※一部の金融機関では対応できません。

クレジット

ＣＲＥＤＩＴ ＣＡＲＤ

※クレジットカード納付は、立替納付の開始まで2カ月程度か
かる場合があります。

※クレジットカード名義人が本人・配偶者以外の場合は、同意
書によるカード名義人の同意が必要です。
同意書は、日本年金機構ホームページ「申請・届出様式」か
らダウンロードできます。

電子申請の概要は日本年金機構ホームページをご覧ください。

検索国民年金 口座振替 電子申請

同封の「国民年金保険料クレジットカード納付申出書」
に必要事項を記入の上、提出します。
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勧奨用リーフレット（うら面）

⑪通帳番号 （右詰めで記入）

（
切
り
取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
）

⑤支 店 名 ⑨口座番号（右詰めで記入）
銀
行
等

（ 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

⑧預 金 種 別

１　普通

２　当座
指
定
預
金
口
座

１　銀行　　　　４　労働金庫
２　信用金庫　５　農業協同組合
３　信用組合　６　漁業協同組合

１　本店 　３　本所

２　支店 　４　支所

④金 融 機 関 名

①基 礎 年 金 番 号 ②生 年 月 日

年 月 日
国
民
年
金
被
保
険
者

１　 自　宅　 　 ３　  勤 務 先
２　 携　帯　 　 ４　  そ の 他

電 話 番 号電 話 番 号 種 別

契約種別
コード種目コード

⑫口座名義人
  氏　　　名

フリガナ

翌月末振替１

国民年金保険料口座振替納付申出書
兼還付金振込方法申出書（年金事務所用）

国民年金保険料を口座振替により納付したいので申し込みます。
また、国民年金保険料の払い過ぎ等により還付（払い戻し）が発生した場合の
口座への振込について、「還付金振込方法」のとおり申出します。

年金事務所長 あて

フリガナ

⑥金融機関
コード

⑦支店

   コード 金融機関等使用欄

1．記載事項等不備
　□　届出印
　□　店名・預金種別
　□　口座番号
　□　口座名義
　□　口座なし
2．その他
　（　　　　　　　）

不 備 返 却 理 由

確 認 欄

※　「国民年金保険料口座振替納付申出書」および「国民年金保険料口座振替依頼書」の太枠内に記入し、届出印欄に押印してください。
※　通常お申し込み１～２カ月後に口座振替が開始されます。ご利用開始は、「国民年金保険料口座振替開始(変更)・振替額通知書」で通知します。
　　ご利用開始までは、お手元の納付書で現金により納付してください。　　
※　この申出書によらず、オンラインで手続きすることもできます。詳しくは日本年金機構ホームページでご確認ください。
※　過去の未払い分の保険料を納める場合には、口座振替はご利用いただけませんのでご了承ください。

③氏 名 住 所

２

３

５

４⑩通 帳 記 号
⑬
振
替
方
法

1 16 6 3 2 0 -
６カ月前納

１年前納

様式コード

４ ６ ５ ６

年 月 日

太
枠
内
を
記
入
押
印
の
う
え
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵
送
い
た
だ
く
か
、
年
金
事
務
所
の
窓
口
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
被
保
険
者

国民年金保険料口座振替依頼書
（金融機関・ゆうちょ銀行用）

印 照 合 受 付
銀 行 等 使 用 欄

年 月 日
国民年金保険料を口座振替により納付したいので、裏面の
約定を確約のうえ依頼します。

銀
行
等

⑤支 店 名

指
定
預
金
口
座

⑧預 金 種 別

１　普通

２　当座

１　銀行　　　　４　労働金庫

２　信用金庫　５　農業協同組合

３　信用組合　６　漁業協同組合

１ 本店   ３ 本所

２ 支店　４ 支所

④金 融 機 関 名

①基 礎 年 金 番 号 ②生 年 月 日

住 所③氏 名

１ 　自 宅　  　  ３ 　勤 務 先
２ 　携 帯　 　   ４ 　そ の 他

電 話 番 号電 話 番 号 種 別

⑫口座名義人
  氏　　　名

フリガナ

翌月末振替 当月末振替(早割)

２年前納

２年前納(４月開始)

１

⑨口座 番号（右詰めで記入 ）

届出印

契約種別
コード ⑩通 帳 記 号 ⑪通帳番号（右詰めで記入）

⑬
振
替
方
法

⑥金融機関

コード
⑦支店

　   コード

２

３

４

６カ月前納

１年前納

様式コード：４６５６２

５

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

1 16 6 3 2 0 -

年 月 日

種目コード

※振替方法の説明

  ①振替方法「２」、「３」、「５」、「６」では前納分の初回振替の際に、振替方法「４」では初回振替　

　　 の際に前月分の保険料を合わせて振替します。

  ②振替方法「２」、「３」、「５」、「６」について、残高不足等により振替できなかった場合、前納分の   

　　 再振替は行いません。次の前納振替まで自動的に割引のない翌月末の振替になります。

  ③一部納付（一部免除）制度をご利用の方は、口座振替の前納および早割は利用できないため、

　　 翌月末振替となります。

還
付
金

振
込
方
法

国民年金保険料の還付金が発生した場合は、「国民年金保険料の振替口座」への振込を希望します。
なお、「国民年金保険料の振替口座」が被保険者本人名義でない場合でも還付金の振込に同意します。
希望しない場合は右側の　　　　　　　　を〇で囲んでください。
※「国民年金保険料の振替口座」への振込を希望しない場合には、還付請求書の提出が必要となり、
　　振込までに２～３カ月程度の期間がかかります。

　希望

しません

S1年

６

６

当月末振替(早割)

２年前納

２年前納(４月開始)

　　

　　　　
  

　　

　　　　

9999-9999

　　   -2-2

　　

　　　　

送
信

⑥カード有効期限

⑦納付方法
（希望する納付
方法の番号に〇
を付けてくださ

い）

１ 　 自 宅 　 　 ３ 　 勤 務 先
２ 　 携 帯 　 　 ４ 　 そ の 他

国民年金保険料クレジットカード納付申出書

国民年金保険料をクレジットカードにより納付したいので申し込みます。

年 月 日

氏 名

④電 話 番 号

年 月 日

③電 話 番 号 種 別

⑤カード番号　（右詰めで記入）

届書コード

56 24 年金事務所長 あて

届
書

１  毎月納付

２  ６カ月前納

３  １年前納

５  ２年前納

６  ２年前納(４月開始)

－ － －

クレジットカード名義人氏名（自署）

月 / 年

①基 礎 年 金 番 号 ②生 年 月 日

住 所

指
定
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

国
民
年
金
被
保
険
者

電 話 番 号

送
信

2 0

令和 ７　　1　1

9999-999999 昭和　43　　　4　　　5

0 8

03-9999-9999

年金　太郎

年金　太郎 本人

2７3 75 64 8 9 0 1 53 42 6 7 8

千代田区 霞が関 １－２－２

記 入 例

口座振替納付申出書

クレジットカード納付申出書

太枠の部分をご記入ください。

❶印字された基礎年金番号と生年月日を確認
のうえ、本人の氏名をご記入ください。

〇申出書は、口座振替とクレジットの2種類あります。どちらか選択してください。

記入後は

返信用封筒
で提出してね

【ご注意ください】
・「国民年金保険料口座振替依頼書（金融機関・ゆうちょ銀行用）」の記入事項を訂正する場合は、必ず訂正印（届出印）を押印してください。
・国民年金保険料口座振替納付申出書兼還付金振込方法申出書（年金事務所用）および国民年金保険料口座振替依頼書（金融機関・ゆうちょ銀行

用）の両方を切り取らずにご提出ください。

❹金融機関への届出印を鮮明に押印してください。

❸クレジットカード会員の方が自署でご記入ください。
被保険者本人のクレジットカードであっても、クレジットカード
名義人名をご記入ください。

❹本人以外の場合に電話番号をご記入ください。
被保険者との続柄が本人・配偶者以外の場合は、クレジットカード
名義人に対して、電話又は書面による同意確認を行っています。

太枠の部分をご記入ください。

❷希望する納付方法の番号に〇を付けてください。
※保険料の割引額は「６カ月前納」、「１年前納」、
「２年前納(２年前納(４月開始))」の順に大きくなります。
（2年前納がもっともお得です）

❸被保険者本人の口座であっても口座名義人氏名をご記入ください。
（記入漏れにご注意ください。）

❶印字された基礎年金番号と生年月日を確認
のうえ、本人の氏名をご記入ください。

❶

❶

❸ ❹

❷

❷

❶

❹❸

❹❷

❸

❷希望する振替方法の番号に〇を付けてください。
※保険料の割引額は「当月末振替(早割)」、「６カ月前納」、「１年前納」、
「２年前納(２年前納(４月開始))」の順に大きくなります。
（2年前納がもっともお得です）
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国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）の発送について

（国民年金部）

国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、「国民年金未納保険料納付

勧奨通知書（催告状）」を２月にお送りいたします。

催告状は、圧着はがき形式になっており、直近の納付状況や年金加入状況を確認する

ことができます。

対象者

令和６年４月分以降に国民年金保険料の未納期間がある方（※）

※ 令和７年1月中旬に対象者を抽出します。

発送日

令和７年2月下旬（予定）

発送物

国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）

（催告状の様式については、次頁をご覧ください。）

令和７年2月に、日本年金機構ホームページの「大切なお知らせ」に掲載予定です。

日本年金機構ホームページへの記載
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国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）」（おもて面）

「国民年金未納保険料納付勧奨通知書（催告状）」（うら面）
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失業等を理由とする国民年金保険料免除・納付猶予及び学生納付特例の申請に係る事
務取扱いについては、 「国民年金保険料の免除等に係る適切な事務処理の徹底につい
て（通知）」（平成18年10月13日庁保険発第1013001号）により示されているところ
です。

今般、令和7年1月から国税庁において申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わ
ない取扱いを開始することに伴い、事務取扱いの一部改正について、令和6年12月20日
付けで厚生労働省年金局事業管理課長から通知されました。改正内容は次のとおりです。

失業等を理由とする国民年金保険料免除・納付猶予及び学生納付特例の申請に

係る事務取扱いの一部改正について （国民年金部）

１．税務署等における申告書等の控えへの収受日付印の押なつ廃止

2．添付書類の余白への記入の変更

事業の廃止（廃業）等の事実を明らかにする書類として次の書類を添付する際に、被
保険者が失業の状態にあることの申し立てを添付書類の余白に「廃業後、他に事業なく
失業中」等記入する場合は、併せて署名または記名押印が必要でしたが、令和7年1月
以降は記名のみで有効となります。

【失業の状態にあることの申し立ての記入が必要な添付書類】
① 履歴事項全部証明書又は閉鎖事項全部証明書
② 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書又は事業廃止届出書等の写し
③ 保健所への廃止届出書（控）又は廃止届証明書（受付印のあるものに限る。）
④ その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類

事業の廃止（廃業）等の理由により免除等の申請を行う場合は、事実を明らかにする
添付書類の一つとして、「税務署等の収受日付印のある税務署等への異動届出書、個人
事業の開廃業等届出書又は事業廃止届出書等の写し」に限り有効なものとして取り扱っ
ていましたが、令和7年1月以降は税務署等の収受日付印の押なつがなくても有効な書
類として取り扱います。
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令和７年１月から「ねんきんネット」で電子申請できる手続きが増えました！
（総合戦略室）

日本年金機構では、令和６年６月から、年金の未加入期間がない等、一定の条件を満たす
方を対象に、マイナポータルとねんきんネットを利用した「老齢年金請求書」の電子申請
サービスを開始しています。

この度、更なるお客様の利便性向上を図るために、65歳裁定請求書（ハガキ）等の一部
の年金給付関係届書についても電子申請で手続きができるようになりました。

お客様から手続きに関する相談があった際は、電子申請の利用について積極的にご案内い
ただきますようご協力のほどお願いいたします。

＜新たに電子申請の対象となる届書＞

すでに年金を受けている方を対象とした以下の届書について、令和７年１月６日（月）
よりマイナポータルを利用した電子申請が可能となります。

▪ 65歳裁定請求書（ハガキ）※1

▪ 受取機関変更届※2

▪ 年金生活者支援給付金TA請求書（ハガキ）※1

電子申請に関する概要・操作方法・よくあるご質問（Q&A）・説明
動画等について、日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.
go.jp/tokusetsu/denshi_shohenkou.html）に掲載しています。

お客様から電子申請に関する問い合わせがあった際は、上記をご案
内ください。

【二次元コード】

＜電子申請に関する問い合わせがあった場合＞

電子申請の利用条件や申請手続きの流れ等の詳細は、管轄の年金事務所から情報提供
させていただきました「年金給付業務における電子申請の対象届書の拡大について」を
ご参照ください（令和6年12月中旬に提供済）。

電子申請で手続きをされた方は、紙の届書を別途提出する必要はありません。

紙と電子申請で重複して提出することがないよう、案内時にはご注意ください。

※1 機構から送付する紙の請求書（ハガキ）に、電子申請の案内リーフレットを同封します。
※2 年金の振込先に公金受取口座を指定する場合のみ電子申請をご利用いただけます。
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各届書等に必要な戸籍謄本等の添付が省略できるようになりました （事業企画部）

[ 年金給付関係 ]

手続 届書名 身分関係の確認範囲

添付省略可 添付省略不可

老齢
年金

・年金請求書(国民年金･厚生年金保険老齢給付)
・厚生年金保険老齢年金請求書 旧 他６届書 配偶者、子 －

障害
年金

・年金請求書（国民年金障害基礎年金）
・年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)

他４届書
配偶者、子 －

遺族
年金

・年金請求書(国民年金･厚生年金保険遺族給付)
・年金請求書(国民年金遺族基礎年金)他２届書 配偶者、子 父母、孫、祖父母

・年金請求書（国民年金寡婦年金） 配偶者 －

・国民年金死亡一時金請求書 配偶者 子、父母、孫、祖
父母、兄弟姉妹

未支給
年金

・未支給年金･未支払給付金請求書
他５届書

配偶者、
子(ただし、遺族
年金と同時請求の
場合のみ)

子（左記以外）、
父母、孫、祖父母、
兄弟姉妹、その他
３親等以内の親族

諸変更
その他

・老齢厚生年金･退職共済年金加給年金額加算
開始事由該当届

・老齢基礎･老齢厚生年金裁定請求書/支給繰下
げ請求書 他21届書

配偶者、子 －

マイナンバーを用いた情報連携により戸籍情報の照会が可能となったため、令和６年11
月から年金給付の届書に添付する戸籍謄本等について、原則、配偶者及び２０歳以下の子と
の身分関係を確認する際、添付省略が可能となりました。

年金給付関係の対象届書と添付省略ができる身分関係の確認範囲については、以下のとお
りです。市区町村窓口で届書等を受け付ける際にご留意いただきますようお願いします。
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サイト構成の変更により、一部ページのＵＲＬを変更しました。
変更前の各ページをお気に入り（ブックマーク）登録している場合や、各ページに対し

リンクを設定している場合は、お気に入りの再登録やリンクの設定変更をお願いします。
なお、ＵＲＬを変更したページには、旧ＵＲＬでアクセスしても自動的に新ＵＲＬに遷

移する設定を行っています。ただし、暫定的な対応であるため、お早めに設定変更をお願
いします。

日本年金機構ホームページのサイト構成の変更
（経営企画部広報室）

主な変更内容

日本年金機構ホームページにおける情報の掲載先を整理するため、サイト構成を
変更しました。

お気に入りの再登録・リンクの設定変更のお願い

制度によって届書等の掲載先が、「年金の制度・手続き」と「申請・届出様式」に分か
れていましたが、基本的に「申請・届出様式」配下に統一し、たどり着きやすくしました。

対象ページ
• 健康保険・厚生年金保険 適用関係届書・申請書一覧
• 申請・届出様式（年金等の受給関係）
• 申請・届出様式（社会保障協定関係）
• 申請・届出様式（年金記録の照会、訂正請求関係）

【例】変更後の年金請求書（老齢）様式へのたどり着き方

その他、制度によって、1つのページ内に全ての届書等のダウンロードファイルをケー
ス別に掲載している場合がありましたが、ホームページ内で統一するため、ケースごと
にページを分けて掲載する形式に変更しました。
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令和６年１１月２９日に令和６年度市区町村国民年金事業功績厚生労働大臣表彰が行われ
ました。

今年度の被表彰者は、東京都調布市、神奈川県横須賀市、茨城県日立市、高知県安芸市、
鳥取県西伯郡伯耆町の５市区町です。

表彰式の開催にあたり、安藤 たかお厚生労働大臣政務官が祝辞を述べ、表彰状授与後は表
彰市区町村を代表して安芸市の横山 幾夫市長から謝辞をいただきました。

受賞された自治体のみなさま、おめでとうございます！

厚 生 労 働 大 臣 表 彰
市区町村国民年金事業功績

令和６年度市区町村国民年金事業功績厚生労働大臣表彰の開催

被表彰市区町村の皆様（後列は管轄年金事務所長及び日本年金機構事業推進部門担当理事）▼

祝辞を述べる
安藤 たかお厚生労働大臣政務官▼

謝辞を述べる
安芸市 横山 幾夫市長（右側）▼

▲前列は左より、茨城県日立市国民健康保険課長、東京都調布市保険年金課長、日本年金機構理事長、
厚生労働大臣政務官、年金管理審議官、高知県安芸市長、神奈川県横須賀市生活福祉課長
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 以下、表彰された市区町村の取り組みをご紹介いたします。

市区町村 取組内容

調布市
（東京都）

 市役所内で住民票担当部署と連携し、日本人の国外転出者に対して市
独自で作成したチラシを交付することで、海外任意加入の制度周知を
実施し、適切な海外任意加入に貢献した。

 障がい者手帳担当部署と連携し、障がい者手帳交付時に独自の案内文
書を交付することで、障害年金の相談につなげ、障害年金の制度周知
を図り、障害年金の適切な受給に貢献した。

横須賀市
（神奈川県）

 福祉事務所と年金事務所が連携して生活保護受給者を対象とした出張
相談会を令和４年５月以降毎月開催し、年金記録や見込額の確認及び
相談、請求書の受理を行い、年金の受給に貢献した。

 資格取得届や免除等の受付時に市独自に作成した資料をお渡しし、保
険料納付の情報共有を図り、保険料納付・免除勧奨を実施した。また、
生活保護受給者等へもれなく法定免除の案内を実施した。

日立市
（茨城県）

 20 歳で国民年金に加入した方々の電話番号について、市役所内の関
係部署と連携のうえ多くの件数を年金事務所に情報提供。

※提供頂いた電話番号を活用し、年金事務所において制度案内等を実施。

 市役所庁舎、支所だけではなく、日立市自ら調整し、駅前の公共施設
や商業施設等に制度周知リーフレットを設置することにより年金制度
広報に大きく寄与した。

安芸市
（高知県）

 市役所窓口の相談において年金事務所での手続きが必要になった方や、
障がいにより電話での予約が困難な方に対し、市の職員が相談予約を
代わりに行い、年金事務所における予約相談の支援を積極的に実施。

 安芸市総合社会福祉センターにおいて年金事務所による出張相談会の
毎月開催のほか、市役所窓口で厚生年金にかかる裁定請求書の受付を
行い、年金相談等にかかる協力連携を実施した。

西伯郡
伯耆町

（鳥取県）

 町役場窓口で名刺サイズの予約相談案内カードを漏れなくお渡しし、
年金事務所における年金相談予約率の向上に貢献した。

 国民年金保険料の収納にかかる口座振替・クレジット納付に関するチ
ラシ及び申出書をクリア封筒に入れた「口振セット」及び「スマホア
プリチラシ」を積極的に配布、口座振替加入者等の拡大に尽力した。

※令和４年度の取り組みに対する表彰。
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「わたしと年金」エッセイアニメーション動画を作成しました！
（事業推進統括部）

「わたしと年金」エッセイの過去受賞作品をアニメーション化し、日本年金機構ホームペ

ージ及び厚生労働省YouTubeに掲載しています。年金について学生の方や現役世代の方の

体験談のエッセイを動画としていますので、ぜひご視聴・ご活用ください。

また、動画の周知用チラシも作成しましたので、ご希望の場合は、管内年金事務所の総務

（調整）課へお問い合わせください（次ページ参照）。

〈動画の視聴方法〉

① パソコンの場合

日本年金機構のホームページよりご視聴ください。

「わたしと年金」エッセイ

https://www.nenkin.go.jp/info/torikumi/nenkin-essay/index.html

② スマートフォンの場合

以下の二次元コードを読み取り、ご視聴ください。

（左記の日本年金機構ホームページからもご視聴いただけます。）

「わたしと年金」エッセイアニメーション動画特設案内ページ

令和2年度厚生労働大臣賞 受賞作品

あらすじ

受賞者は、大学時代に事故で足を切断してしまったが、母親が学生納付特例の手続きをしていた

ことで、障害年金を受給することができた。その後、市役所の年金担当として勤務するようになっ

た受賞者は、自身の経験を基に、制度を知らないことで年金を受給出来ない人が生まれないよう、

「案内を行う側」としての使命感を持って日々の業務にあたっていることを綴っている。

令和4年度厚生労働大臣賞 受賞作品

あらすじ

受賞者は、精神による障害年金を受給していた父を亡くし悲しみに暮れる中、遺族年金があったこ

とで安定した生活を送ることができた。その経験から、20歳になったら保険料を納めることで、社

会に恩返しがしたいと決意を綴っている。
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「わたしと年金」エッセイアニメーション動画周知用チラシ（見本）
（事業推進統括部）

動画周知用チラシ（見本）

25 January2025＜Vol.92＞



地域型年金委員制度のご案内
（事業推進統括部）

年金委員とは、厚生労働大臣から委嘱を受けて、政府が管掌する厚生年金保険や国民年金

の事業について、地域や会社内で啓発、相談、助言などの活動を行う方々です。

日本年金機構の設立に伴い、年金制度について広く国民の皆様に周知するとともに、年金

制度への理解と信頼を深めていただく普及・啓発活動を行うために、日本年金機構法第30

条に基づき、平成22年1月に設置されました。

年金委員は、「地域型」と「職域型」の２種類に区分されています。地域型年金委員は、

全国で約8,700人の方が委嘱され、主に自治会など地域で活動いただいています。職域型

年金委員は、約13万人の方が委嘱され、主にお勤め先で活動いただいています。

年金委員とは

地域型年金委員の活動と協力のお願い

地域型年金委員の皆様には、主にご自身がお住まいの地域において、公的年金制度の普及・

啓発活動や年金に関する各種手続きについて、相談、助言を行うとともに、必要に応じて年金

事務所や市区町村の窓口を案内していただいています。

○町内会で年金委員として説明する時間をもらい、周知活動を実施。

○市営図書館や公民館等の受付に、年金に関するパンフレットを設置させてもらうなどの広報

活動の実施。

○周辺の世帯に対して、年金のチラシを配布したり、自治会の掲示板へポスター貼付を依頼。

○民生委員と年金委員を兼務していることから、民生委員の地区会議等で年金に関する

広報誌の配布や説明をし、母子家庭に対する免除申請等の周知活動を実施。

○自分が勤務していた学校の生徒に対して、年金に関する啓発、学生納付特例制度の紹介や

相談対応を実施。

説明会、相談、広報に関する活動

その他の活動例

市区町村で所管する施設等に、地域型年金委員の方々から年金制度に

関するポスター・リーフレットの設置依頼があった際には、ご協力いた

だきますようお願いします。なお、地域型年金委員は、厚生労働省が発

行する顔写真付きの身分証明書（年金委員証明書）を所持しています。

年金委員証明書

※年金委員の活動を行うための交通費などの経費については支払われますが、職務に対しての
報酬は、機構法第30条第5項の規定により支払われません。

年金委員活動への協力のお願い
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地域型年金委員は、自治会や地域で活動することにより、地域住民と年金事務所や市区

町村を結ぶパイプ役として、また、地域における相談支援のネットワークとの連携など重

要な役割を担っていただいてます。

日本年金機構ホームページでは、年金委員の方、年金委員を検討している方向けの

専用ページ（年金委員通信）を設けています。ぜひご覧ください。

「年金委員通信」ページ

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/nenkiniintsuushin.html

参考までに、案内文書を次頁に掲載しておりますので、ご確

認いただき、地域型年金委員の推薦・周知にご協力をお願いい

たします。

なお、案内文書や推薦書については、管轄の年金事務所の総

務（調整）課にお問い合わせください。

地域型年金委員推薦のお願い

地域型年金委員の推薦にあたっては、 原則として、国または

地方公共団体等の職員として年金事務に従事したことがある

方、現に自治会長、民生・児童委員または社会保険労務士であ

る方、その他過去に年金委員（社会保険委員および国民年金委

員を含む）として委嘱されていた者とされています。ぜひとも

年金事務に従事したことのあるOBの方々や民生委員等所管して

いる部署へ推薦の案内をしていただきますようお願いします。

年金委員推薦書（地域型）

年金委員の皆様が安心して活動できるよう本部及び年金事務所ごとで定期的に研修会を開

催し、年金制度全般から実務に近い内容など幅広く実施しています。

また、研修会を通じて他の委員と交流し、具体的な活動事例を共有するなど情報交換を行

っていただいております。

さらに、長年にわたる活動の功績は、厚生労働大臣や日本年金機構理事長等からの表彰の

対象となり、毎年度多数の方が表彰されています。

～年金委員研修・年金委員連絡会の様子～

～年金委員表彰の様子～

日本年金機構における活動支援

27 January2025＜Vol.92＞



【オモテ】

【参考】「年金制度のご案内」チラシ（見本）
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【ウラ】

【参考】「年金制度のご案内」チラシ（見本）
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診断書交付時のお願い

〇「診断書の記載漏れ防止」の観点より、診断書交付時に記入上の注意について可能な限り
説明をお願いします。

〇診断書にあります記入上の注意は、切り離さないまま診断書作成医に渡していただくよう
説明をお願いします。

〇今回は「聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用」の
「診断書」と「記入上の注意」（表裏両面）をセットにしたものを掲載しました。

両面印刷し、診断書と一緒に病院に持参できるよう診断書交付時にご活用ください。

〇障害年金請求用の診断書は８種類あり、かけはし第86号（2024.1.12）の「精神の障害用」
の「診断書」と「記入上の注意」を皮切りに、これまで各種診断書の掲載をしておりました
が、次号（第93号）の「眼の障害用」診断書の紹介で最後となります。

障害年金センター

第 43回 !

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓口事務での注

意点やよくある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。

毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後とも

よろしくお願いします。

さて、今回のテーマは、
診断書交付時のお願い その⑦

です。

～ちょっと気になる 所得証明書添付について～

Q

A

20歳前障害基礎年金について、5年以上遡及して障害認定日請求を行う場合、
何年度の所得証明書を提出すればよいですか。

受給権発生年月日の翌月分以降が所得審査の対象になります。情報連携では直
近5年分しか所得情報が確認できないため、それ以前については、所得証明書の
添付が必要になります。ただし、支分権が時効消滅した期間については、所得
の状況に関する本人の申立書を添付することで所得証明書の添付は不要となり
ます。

【事例】受給権発生日：H30.6 請求日：R6.12.2 支分権消滅期間：H.30.7分～R1.9分

添付必要 情報連携で確認
受給権
発生日
H30.6

時効
R1.9

請求日
R6.12.2

R1

所得証明

R2～R6

所得証明
H29～H30
本人申立書
のみ添付
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診断書作成医療機関における初診時所見 初診年月日（昭和・平成・令和 年 月 日）

⑧欄

以下の診断書の太文字の欄は、記入漏れがないよう記入していただくこととなっています。

障害の状態（平成・令和 年 月 日現症）
※１．本人の障害の程度及び状態に無関係な欄を除いてすべて記入してください。

（無関係な欄は、斜線により抹消してください。）
※２．障害に関係する検査が実施されていない場合は該当欄に「未実施」 又は「未測定」

など、わかりやすく記入してください。
※３．特に⑩欄（１）聴覚の障害、（５）イ 発音不能な語音、ウ 失語症の障害の程度の

項目において、診断書への記載の他に、検査記録データ等の検査結果のコピー等の
添付が必須の項目もあります。
（詳しくは該当する項目の「記入上の注意」も合わせ確認してください。）

⑩欄

現症時の日常生活活動能力及び労働能力(必ず記入してください。)

⑪欄

予後 (必ず記入してください。)
⑫欄

上記のとおり、診断します。

病院又は診療所の名称 診療担当科名

所 在 地 医師氏名

※ 診断書作成医等の欄も、記入漏れがないよう記入していただくこととなっています。

年 月 日

聴覚の障害の「記入上の注意」４(4)関連

聴覚の障害の障害認定基準においては、例えば、両耳の平均純音聴力レベル値が
５０デシベル以上９０デシベル未満の場合は最良語音明瞭度によって障害等級の
判断が異なることもあるため、診断書に最良語音明瞭度を記載いただいてください。
（「障害年金ヘルプデスクＱ＆Ａ（市区町村用）」のＱ1-1(2)より）

お願い

この日付は診断書の作成年
月日となります。⑩欄の現
症日以降の日付で作成して
ください。
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編集後記

地域の独自情報

年末からお正月シーズンに十二支のグッズをたくさん見かけました。今年は巳年ですね。皆さまは裏干支を
ご存知ですか。裏干支とは自分の生まれ年の干支から6つ先、自分の干支を含めると7番目の干支のことをい
うそうです。十二支を円で並べた時に対角線、向かい側にくる干支です。

十二支には性質があるといわれていますが、裏干支は正反対の性質を持ち、自分にはないパワーを与えてく
れるとのことなので、自分の干支グッズを飾る際に、裏干支も一緒に飾るのも一興ですね。

さて「かけはし」は、これからも皆様方のご意見とご要望をいただきながら、様々な情報を提供していきた
いと考えています。今後も、どうぞよろしくお願いいたします。
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